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平成２８年度第３回 今金町地域交通協議会 議事要旨 
 

日  時：平成２９年３月１４日（火) 午前１０時００分～午前１１時１０分 

場  所：今金消防署 ２階会議室 

出席委員：外崎会長、辻副会長、杉澤委員、水島委員（宮田氏同席）、藤川委員、岸本委

員、加藤委員、上野委員、鈴木委員、水野委員、西川委員、松本委員（岸田

氏、西村氏同席）、水野氏（滝野澤委員代理） 

町・事務局：まちづくり推進課 寺崎課長、山田補佐、佐藤係長、植村主事 

 

１．会長あいさつ 

今金町地域公共交通確保維持改善協議会会長（町長） 外 崎 秀 人 

  年度末を迎え大変お忙しいところ、ご参集いただき感謝申し上げます。 

  １月には第２回の協議会を開催し、それぞれの事案について協議いただいたところ 

 でありますが、本日は第３回協議会といたしまして、報告事項が２点と協議事項が３ 

 点ございます。大きなところでは、前回も話題に上がりました本協議会の委員構成に 

 ついてご審議いただければと思います。加えて、平成３０年度のフィーダー計画及び 

 次年度の事業計画につきましても提案申し上げながら、皆様のご意見をいただき、事 

 業実施に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし 

 ます。 

２．報  告 

報告第 1号 予約バス「ルンるん号」の運行状況及び時刻表について 

（資料①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運行状況について今年度４月から直近２月までの利用実績をまとめております。ス

クールバスを除いた利用者の延べ人数は、八束・白石地区が２，３９４人（月平均

２１７人）、金原・豊田地区が６９２人（月平均６２人）、日進地区が３３人（月平

均３人）、１０月から運行を開始した田代・稲穂地区が２６０人（月平均５２人）

となっております。 

 

◆八束・白石地区の利用実績は毎月延べ２００人を超えておりましたが、平成２９年

１月・２月については大きく下回りました。要因の特定は難しいところでございま

すが、日報を確認したところ、この２か月間は通院に使われた方が少ないように見

受けられました。 

 利用実績が一番多かった月と比較しますと、平成２８年７月に通院に使った人数５

６人に対し、平成２９年２月は３０人と減少傾向にありましたので、利用者減の要

因の一つと考えられると思われます。 
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（水島委員） 

 新しい時刻表は、停留所ではなく自宅まで来てくれるというのがすぐわかるようにな

っていて、非常に見やすくなっていると思います。 

 今後更に改善していくとすれば、利用されている方の声を聞いてダイヤ設定などに反

映させていくと良いのではないかと思います。今でも充分親しまれるバスになっている

と感じますが、更に上を目指すとすれば、そういった細かな意見を拾い上げて改善につ

なげると、更に人気が出て利用者の増加も見込めるのではないかと思います。 

 

（鈴木委員） 

 地区の方たちは「乗っていいのだろうか」「申し訳ない」という気持ちがあるようです。

気楽に乗っていただきたいと思いますが、家まで来てもらうのが申し訳ないという声も

聞いているところですので、もっと気軽に利用してもらえるようにＰＲなどしていくの

が良いのではないしょうか。 

 

（水野委員） 

 スクールバスに乗る時は、生徒がいない地区には行かないので不便さを感じるという

お話も聞いています。 

 

（岸本委員） 

 まずはこのまましばらく続けて様子を見てはどうでしょうか。せっかく良い制度を始

めていただいたので、住民の方にもっと気楽に利用していただけるようにすすめていけ

れば良いと思います。 
 

 

 

 

 

 

 

◆時刻表については、前回の協議会においてご意見いただいたとおり、運行地区の 

誰もが利用でき、停車場所の表記はあくまでも目安であるということが一見して 

わかるレイアウトへ全面改訂することとなりました。改訂にあたっては、事務局 

で原案を作成し、書面協議により委員の皆様からご意見をいただいたところです。 

 

◆予約時間を勘違いされる方がいらっしゃるというご意見により、帰り便の予約時間

の欄を修正しました。原案では全便まとめて「出発３０分前まで」としていたとこ

ろ、便ごとに具体的な時間を明記しました。その他のご意見につきましては、今後

の課題として検討してまいります。 

 また、今回改訂した時刻表は、運行地区にお住いの方々へ配布するとともに、各施 

 設にも掲示することで周知いたします。 
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報告第２号 平成２９年度高齢者交通料金助成事業の実施について 

(資料②) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

３．議  事 

 

議案第１号 協議会委員構成について（資料③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜異議なし＞ 

 

議案第２号 平成３０年度フィーダー計画（案）について    

      （デマンドバスの運行について）        （資料④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成２６年度より３か年計画で実施しておりました本事業ですが、平成２９年度も

１年延長して実施することといたしました。実施につきましては、広報いまかね３

月号において周知したところですが、対象となる６５歳以上の方には、４月以降に

改めて案内文を発送いたします。 

 

◆バスカードの使用期限については、カードの販売終了から２年後の平成３２年３ 

月３１日までの予定となっておりますので、その旨案内文に記載するとともに、 

手続きに来られた方にも口頭で説明することで注意喚起してまいります。 

◆協議会委員の任期満了に伴う新規委嘱の委員構成案について提案いたします。 

 

◆委員について、これまでは新たにデマンドバスを導入する地区から代表としてお

願いしていた経過がありますが、平成２９年度からは新たな運行地区がありませ

んので、各地域の声を反映しやすくするために、現在運行している地区からそれ

ぞれ２名程度の代表を入れた構成案となっております。また、前回の協議会にお

いて、女性の意見をもっと取り入れていきたいという意見から、各地区代表２名

のうち１名は女性をお願いすることとしております。 

◆正式には次年度第１回協議会においてご承認いただくこととなりますが、事前に方

向性を提案させていただきます。 

 

◆これまでの計画において、交通空白地域へのフィーダー系統（デマンドバス）の導

入が完了したところですが、今後はそれを持続的な公共交通として地域に定着させ

ることを目的に計画を進めてまいります。 
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（外崎会長） 

  これからの事業をどう展開するかということでありますが、あまり過度な数値目標 

 を立てることはできませんので、直近の利用実績をもとに５％増加という目標となっ 

 ております。これまでの目標だった１０％増加と比べると低く感じるかもしれません 

 が、利用度を伸ばしていくという思いには変わりありませんので、そこに向けてＰＲ 

 など努力していくことを確認しながらの提案となりますので、ご理解及びご意見をい 

 ただきたいと思います。 

 

（杉澤委員） 

  これまでの目標は、ルンるん号が始まった当初からの実績の１０％増加ということ 

 でしたので、まだ少ない実績からの増加目標となっていました。今はそれからある程 

 度利用者が増えてからの５％増加ですので、目標として問題はないと思います。 

  ある程度利用者が定着してきますと、そこから更に利用者増加というのは大変なこ 

 とですので、次年度以降はアンケートを活用した利用者の満足度向上などの違う目標 

 も考えていくと良いと思います。 

 

 

議案第３号 平成２９年度事業計画（案）について      （資料⑤） 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜異議なし＞ 

 
議案第１号～議案第３号については、上記の内容で承認いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

◆具体的な数値目標については、これまでで一定程度の利用者数を確保できたものと

解し、直近１年間（平成２８年４月から平成２９年３月まで）の利用実績をもとに

年度換算人数を算出し、その５％増加を目標値としております。 

◆次年度の事業計画について提案いたします。 

 

◆次年度はデマンドバスの路線増加がありませんので、協議会については最低限度

の回数を予定しております。開催に当たっては早めの日程調整と連絡に努めてま

いります。 
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３．その他 

■外崎会長（町長）より 

  先日議会においてご意見いただいたところですが、高齢者交通料金助成事業の対象 

 路線についてお話させていただきます。 

  この事業につきましては、幹線バス「瀬棚線」の存続・利用促進を主な狙いとして 

 実施してきた経過があり、要綱もそのように定めていたところであります。しかし、 

 利用される方には、函館バスさんの運行するバス路線で使用できるという認識があり、 

 実際は瀬棚線だけでなく「快速瀬棚号」でも使用している方がいらっしゃるという実 

 態を伺いました。それにより、瀬棚線でしか使えないと思っていた方と、快速瀬棚号 

 でも使っている方との間で不公平感があるというご意見をいただきました。 

  本来であれば地域間幹線系統、つまり瀬棚線の利用促進のためではありますが、函 

 館バスさん全体の利用促進という解釈をすれば、快速瀬棚号での利用もやぶさかでは 

 ないと考えるところです。 

  議員さんからは、購入して使っている方は大変喜ばれているし、この事業を続けて 

 ほしいという声も上がっております。そういった声も聞きながら方向性を判断しなけ 

ればならないところですが、方向転換するのであれば年度替わりの４月からとなりま 

すので、皆様にもご意見をいただければと思います。 

 

（辻副会長） 

  私も高齢者の方から実際に「快速瀬棚号でも使えないだろうか」というお話を伺っ 

 ておりました。現在は瀬棚線で使ってもらうものですという説明をしておりますが、 

 快速瀬棚号での需要は多いものと感じます。 

  函館バスさんの利用促進という大きなくくりで考えた場合、瀬棚線の他に快速瀬棚 

 号を増やしても問題ないのではないかと思いますし、バスに乗り慣れていただくとい 

 う意味ではどの路線であっても利用していただくのは良いことだと思います。高齢者 

 の運転免許返納の問題もありますし、公共交通の利用促進を考えると方向転換は必要 

 ではないかと思います。 

 

（上野委員） 

  本来の目的と違うということも理解できますが、バス全体の利用を増やすという意 

 味でも、この事業を使って少しでも多くバスに乗っていただくというのが何より大事 

 なのではないかと思います。 

 

（外崎会長） 

  重要なのは今後の問題でありますが、運転免許の返納という動きもあり、そういう 

 ものと連動できる要素もあり、町外へ出かける時はバスに乗りましょうという働きか

けになるのではないかと思います。 

  基本的な姿勢としては瀬棚線の利用促進ですけれども、函館バスさん全体の利用促

進と拡大解釈して、踏み込んで検討したいと私は考えております。 
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（鈴木委員） 

  予算の面などで心配はあるかもしれませんが、町民としてはぜひお願いしたいと思

います。 

  高齢者の免許返納も非常に大きな問題で、周りを見ても多くの高齢者が運転してい

るのが現状です。運転をやめて車を手放すにも度胸が必要ですので、最終的に事故を 

 起こすか本当に運転できなくなるかしないとなかなか免許返納とはならないところだ

と思います。危ないとは思いながらも周りがやめろと言うことも難しいことですし、

交通の環境を整えて免許を返納しても生活できるという地域を作っていくことが一番

大事だと思いますので、予算の許す限りぜひお願いします。 

 

（外崎会長） 

  ありがとうございました。いただいたご意見を参考に整理させていただきながら考

えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

■辻副会長（社会福祉協議会）より 

  社会福祉協議会で行っている交通関連の事業についてご報告いたします。 

  現在社会福祉協議会で行っている運送サービスについてですが、本サービスは平成

１８年度から運輸局の特別な許可をいただいて、車椅子の方限定で実施しておりまし

た。この事業を始めたきっかけというのは、当時車椅子で乗り降りできる特別な車両

での交通がまだ整備されていなかったというところからでした。これまで社会福祉協

議会で取り組んできたところでありましたが、東ハイヤーさんで福祉車両を３台導入

されたことと、３年ごとに更新している運輸局の許可が今年４月３０日で切れるとい

うこともあり、社会福祉協議会の中で検討した結果、実施当初の思いは達成されたと

いう認識のもとで、期限満了の４月３０日をもって事業を廃止することに決定いたし

ました。 

 先日東ハイヤーさんにもお話をさせていただきましたが、サービスを利用されてい

る方々には私たちから直接説明をして、今後はハイヤーを呼ぶのと同じ感覚で東ハイ

ヤーさんをご利用いただきたいということでお話させていただいてます。 

 今まではヘルパーが介助人として運転手も含めて担当していましたが、運送業の専

門ではありませんので、運転業務に不安があったり専門性がない状況での運用でした

ので、運送業の専門である東ハイヤーさんにお願いした方が交通の安全面でもいいだ

ろうという判断でこのような対応になりましたことを報告させていただきます。 

  

   

以上 

 

 

 

 


